
平成３０年第２回神栖市議会臨時会提出議案一覧 

ＮＯ．１ 

議案番号 
件  名 

（  概  要  ） 

所 管 課 

審議結果（議決年月日） 

議案第１号 教育委員会教育長の任命について 職員課 

 

須田 順子教育長が平成３０年３月３１日をもって辞

職したことに伴い，人格が高潔で，教育行政に関し識見

の高い新橋 成夫 氏を教育長として任命したいので，地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の

規定に基づき，議会の同意を求めるものであります。 

同 意 

（平成 30年 4月 9日） 

議案第２号 
専決処分の承認を求めることについて 

・神栖市税条例等の一部を改正する条例 
課税課 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分

をしたので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承

認を求めるものであります。 

内容につきましては，地方税法等の一部改正に伴う個

人市民税の個人所得課税の見直し,たばこ税の税率引き

上げ，加熱式たばこの課税方式の見直し，生産性向上特

別措置法による固定資産税の特例措置の創設等の規定の

整備について，３月３０日に専決処分したものでありま

す。 

条例中地方税法等の一部を改正する法律等の法律番号

等については，当該法律等が専決処分時では未公布であ

ったため，空白であります。 

承 認 

（平成 30年 4月 9日） 

議案第３号 

専決処分の承認を求めることについて 

・神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

子育て支援課 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分

をしたので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承

認を求めるものであります。 

内容につきましては，就学前の子どもに関する教育，

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に

伴う引用する条項の改正について，３月３０日に専決処

分したものであります。 

承 認 

（平成 30年 4月 9日） 



平成３０年第２回神栖市議会臨時会提出議案一覧 

ＮＯ．２ 

議案番号 
件  名 

（  概  要  ） 

所 管 課 

審議結果（議決年月日） 

議案第４号 

専決処分の承認を求めることについて 

・神栖市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

長寿介護課 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分

をしたので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承

認を求めるものであります。 

内容につきましては，基準としております厚生労働省

令等の一部改正に伴う指定地域密着型サービス事業者の

規定等の改正について，３月３０日に専決処分したもの

であります。 

承 認 

（平成 30年 4月 9日） 

議案第５号 

専決処分の承認を求めることについて 

・神栖市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

長寿介護課 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分

をしたので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承

認を求めるものであります。 

内容につきましては，基準としております厚生労働省

令等の一部改正に伴う引用する条項の改正について，３

月３０日に専決処分したものであります。 

承 認 

（平成 30年 4月 9日） 

議案第６号 
専決処分の承認を求めることについて 

・平成２９年度神栖市一般会計補正予算（第１１号） 
財政課 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分

をしたので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承

認を求めるものであります。 

補正は，歳入歳出それぞれ３億５,２２０万円を追加

し，補正後の予算規模を４４６億１,１６５万３千円とし

たものであります。 

補正の内容につきましては，（仮称）認定こども園どあ

い建設事業において，国の平成２９年度補正予算に伴い，

平成３０年度分の国庫支出金が平成２９年度に前倒し交

承 認 

（平成 30年 4月 9日） 



平成３０年第２回神栖市議会臨時会提出議案一覧 

ＮＯ．３ 

議案番号 
件  名 

（  概  要  ） 

所 管 課 

審議結果（議決年月日） 

付されるため，工事請負費について増額補正するもので

あり，３月３０日に専決処分したものであります。 

 

議案第７号 
専決処分の承認を求めることについて 

・平成３０年度神栖市一般会計補正予算（第１号） 
財政課 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分

をしたので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承

認を求めるものであります。 

補正は，歳入歳出それぞれ３億５,２２０万円を減額

し，補正後の予算規模を４２５億４,１８３万５千円とし

たものであります。 

補正の内容につきましては，（仮称）認定こども園どあ

い建設事業において，国の平成２９年度補正予算に伴い，

平成３０年度分の国庫支出金が平成２９年度に前倒し交

付されるため，工事請負費について減額補正するもので

あり，３月３０日に専決処分したものであります。 

承 認 

（平成 30年 4月 9日） 

 


